
証券コード 8096

平成28年６月１日

株 主 各 位
東 京 都 中 央 区 京 橋 ２ 丁 目 13 番 10 号

兼松エレクトロニクス株式会社

代表取締役社長 菊 川 泰 宏
　

第48回定時株主総会招集ご通知
　

　拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼を申しあげます。

　さて、当社第48回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ

さいますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用

紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年６月16日（木曜日）午後５時20

分までに到着するようご送付いただきたくお願い申しあげます。

敬具

記

1. 日 時 平成28年６月17日（金曜日）午前10時

(当日の受付開始時刻は午前９時を予定しております。）

2. 場 所 東京都中央区京橋２丁目13番10号京橋MIDビル

当社７階セミナールーム

3. 目的事項

報告事項 1. 第48期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）

事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査

人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第48期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）

計算書類の内容報告の件
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決議事項

第１号議案 定款一部変更の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決

定の件

第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

第６号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金

制度廃止に伴う打ち切り支給の件

以上

（お願い）
◎ 当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にてご提出くださいますよ

うお願い申しあげます。
◎ 株主総会参考書類および添付書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト

（http://www.kel.co.jp/）に掲載させていただきます。
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添 付 書 類

事 業 報 告

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過およびその成果

　当連結会計年度における国内経済は、各種経済・金融対策の効果もあり、景気は

緩やかながらも回復基調で推移したものの、中国に端を発した新興国経済の減速懸

念や、年明けから続く株式相場の下落、マイナス金利政策による金融市場の混乱な

ど、景気の先行きに対する懸念材料が依然として残っております。

　国内ＩＴ業界におきましては、企業業績の改善に伴い戦略的なＩＴ投資需要は旺

盛だったものの、一方でＩＴシステムに関するコスト削減意欲が根強いことなど、

ＩＴ投資に対する慎重な姿勢も見受けられます。

　このような環境の中、当社グループは、従来からビジネスの基盤としております

インフラ構築ビジネスに加え、サーバー・ストレージ・ネットワークなど様々な切

り口からの仮想化ソリューションビジネス、相次ぐ個人情報流出事故をきっかけに

意識が高まりつつあるセキュリティ関連ビジネスなどに注力いたしました。また、

連結子会社である日本オフィス・システム株式会社を上期に完全子会社化し、グル

ープとして総合的なＩＴソリューションを提供すべく、機動力と組織力の強化を図

ってまいりました。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は、612億８千９百万円となり、前年同期比

６億７百万円（前年同期比1.0％減）の微減となりましたが、営業利益は、63億９千

万円となり、前年同期比２億８千２百万円（前年同期比4.6％増）の増益、経常利益

は、65億１千６百万円となり、前年同期比２億６千１百万円（前年同期比4.2％増）

の増益、親会社株主に帰属する当期純利益は、41億５千５百万円となり、前年同期

比６億８千７百万円（前年同期比19.8％増）の増益となりました。
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　セグメントの状況

　＜システム事業＞

　ストレージ関連事業における製造業向けのビジネスや、ネットワーク関連事業に

おける仮想化ビジネスがサービス業を中心に堅調に推移したものの、ドキュメント

関連事業が全体的に低調であったことなどから、システム事業の売上高は、390億５

千９百万円となり、前年同期比８億１千２百万円（前年同期比2.0％減）の減収とな

りました。

　＜サービス・サポート事業＞

　プリンター関連およびＰＣ・サーバー関連の保守契約売上は保守料の低下に伴い

減少しましたが、ネットワーク関連およびストレージ関連の保守契約売上が好調に

推移したことにより、サービス・サポート事業の売上高は、222億３千万円となり、

前年同期比２億５百万円（前年同期比0.9％増）の増収となりました。

セグメント別売上高

期 別

部 門

平成26年度
(第 47 期)

平成27年度
(第 48 期)

対 前 期
比 較
増 減

対 前 期
比 較
増 減 率金 額 構成比 金 額 構成比

(百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％)

シ ス テ ム 事 業 39,872 64.4 39,059 63.7 △812 △2.0

サービス・サポート事業 22,024 35.6 22,230 36.3 205 0.9

合 計 61,896 100.0 61,289 100.0 △607 △1.0

(2) 設備投資等の状況

　① 重要な設備の新設等

　 特に記載する事項はありません。

　② 重要な設備の売却等

　 特に記載する事項はありません。

(3) 資金調達の状況

　 特に記載する事項はありません。
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(4) 対処すべき課題

　景気の先行きは緩やかな回復基調が続くものの、依然として不透明な状況であり、

ＩＴ市場におきましても、企業のＩＴシステムに関する保守・運用コストの削減意

欲は依然として強く、市場は低成長が継続すると見込まれます。また、企業のグロ

ーバル化推進に伴うＩＴ投資の海外シフトに加え、クラウドコンピューティングの

普及・拡大やビッグデータの活用など、ビジネス環境の著しい変化や顧客ニーズの

多様化・高度化に伴い、ＩＴベンダー間の競争の激化が進み、当社を取り巻く経営

環境は厳しい状況が続くものと予想されます。

　このような状況の中、グローバル市場での事業拡大を図るとともに、当社がビジ

ネスの基盤としているプラットフォームソリューションに、ミドルウェアや運用管

理サービスを付加し、トータルサービスによる付加価値の高いビジネスの拡充を図

ることが課題となっております。

　そのために顧客対応力の拡充、システム全般に精通したＳＥの育成・増強、グル

ープ会社間の連携強化、グローバル市場での積極的な営業活動を推進してまいりま

す。

(5) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

　特に記載する事項はありません。

― 5 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年05月17日 21時43分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



(6) 財産および損益の状況

年 度
区 分

平成24年度
(第45期)

平成25年度
(第46期)

平成26年度
(第47期)

平成27年度
(当連結会計年度)
(第48期)

売 上 高(百万円) 45,059 63,883 61,896 61,289

経 常 利 益(百万円) 4,901 5,466 6,255 6,516

親会社株主に帰属
する当期純利益

(百万円) 3,061 2,877 3,467 4,155

１株当たり当期純利益(円) 107.04 100.63 121.24 145.29

総 資 産(百万円) 50,658 53,152 55,683 55,274

純 資 産(百万円) 36,085 37,126 37,978 38,657

(注) １．１株当たり当期純利益は、平均自己株式数を除いた平均発行済株式総数に
基づいて算出しております。

２．平成27年度（第48期）の概況につきましては、前記(1)「事業の経過およ
びその成果」に記載のとおりであります。

３．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日）
等を適用し、当連結会計年度より、「当期純利益」を「親会社株主に帰属
する当期純利益」としております。

(7) 主要な事業内容

　当社グループは情報機器専門商社として、電子情報処理関連機器およびそれらを

利用した産業関連機器の輸出入取引ならびに国内取引を主要業務とし、ソフトウェ

ア、ハードウェアの開発、保守ならびに修理業務をあわせて営んでおります。

事 業 区 分 主 要 な 事 業 の 内 容

シ ス テ ム 事 業
総合情報システムの提案、システムインテグレー
ション、ネットワークインテグレーション、ソフ
トウェア開発等

サービス・サポート事業
運用管理サービス、アウトソーシングサービス、
システムの保守サービス
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(8) 主要な営業所

① 当社

名 称 所 在 地

本 社 東京都中央区

技 術 セ ン タ ー 東京都江東区

大 阪 支 社 大阪市中央区

名 古 屋 支 店 名古屋市中区

福 岡 支 店 福岡市博多区

札 幌 支 店 札幌市中央区

仙 台 営 業 所 仙台市青葉区

広 島 営 業 所 広島市南区

② 子会社

名 称 所 在 地

日本オフィス・システム株式会社 東京都江東区

(9) 従業員の状況

　① 企業集団の従業員の状況

従業員数 前期末比増減

1,495
(名)

(△) 84
(名)

　② 当社の従業員の状況

従業員数 前期末比増減 平均年令 平均勤続年数

480
(名)

(△) 36
(名)

41.2
(才)

15.0
(年)

(注) 従業員数には、出向者80名を含んでおります。
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(10) 重要な親会社および子会社の状況

　① 親会社との関係

　当社の親会社は兼松株式会社（資本金27,781百万円）で、同社は当社の株式を

16,554千株（議決権比率57.92％）所有しております。当連結会計年度の兼松株式

会社からの仕入高は、32億3千2百万円であり、仕入高に占める割合は13.01％であ

ります。

　② 重要な子会社の状況

会 社 名 資本金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

日本オフィス・システム
株 式 会 社

(百万円) (％)
情報サービス事業およびシステ
ム販売事業1,177 100.00

ケー・イー・エルテクニカル
サ ー ビ ス 株 式 会 社

(百万円) (％)
通信機器、計測機器、情報処理
機器、医用機器およびコンピュ
ータソフトウェアの売買、賃貸、
保守、開発、製造

30 100.00

Kanematsu Electronics
(Thailand) Ltd.

(百万泰バーツ) (％)
ITインフラ機器類の販売・構
築・保守・運用サービスの提供、
製造業向けの設計業務支援・請
負

30 49.00

兼松電子（成都）有限公司

(千米ドル) (％) 電子回路・機構部品等の設計開
発受託およびコンピュータおよ
びコンピュータ周辺機器の販
売・構築・保守・運用

3,100 100.00

ク ラ ウ ド ラ ン ド
株 式 会 社

(百万円)

100

(％)

66.00
情報処理および情報通信に関す
るサービス・支援・コンサルテ
ィング

株式会社ｉ－ＮＯＳ

(百万円)

100

(％)

100.00

企業システムの保守・運用サー
ビス、ソフトウェア開発、ネッ
トワークの設計・構築などの支
援業務および技術者提供

(注) １．Kanematsu Electronics (Thailand) Ltd.の持分は、100分の50以下でありますが、実質的に
支配しているため連結の範囲に含めております。

２．ケー・イー・エルシステムズ株式会社は、平成27年４月１日付で連結子会社であるケー・イ
ー・エルテクニカルサービス株式会社と合併し解散いたしました。

３．株式会社ｉ－ＮＯＳに対する当社の議決権比率は、全て子会社の日本オフィス・システム株
式会社を通じての間接所有によるものであります。
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　③ その他の関連会社の状況

会 社 名 資本金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社
グ ロ ス デ ィ ー

(百万円) (％)

情 報 シ ス テ ム 製 品 の 販 売80 34.00

メモレックスリース
株 式 会 社

(百万円) (％) コンピュータおよびコンピュータ周辺機
器、通信機器、事務機器の売買、レンタ
ルおよびリース、保守サービス業務

10 40.00

株 式 会 社
デ ジ タ ル シ ア タ ー

(百万円) (％) コンピュータのソフトウェア開発および販売
ならびにハードウェアの販売、機械設計業お
よびそのコンサルタント、労働者派遣業

20 20.00

(11) 主要な借入先

　 特に記載する事項はありません。

(12) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　株主の皆様への利益還元につきましては、長期的な企業成長の基盤強化に努

め、安定的かつ継続的な配当をしていくことを基本方針としております。

　期末配当金につきましては、当期(平成28年３月期)の業績が前期を上回る結果

となったため、株主の皆様の日ごろのご支援にお応えすべく、１株につき５円増

配し、40円に修正いたします。また、平成27年12月に35円の中間配当を実施して

おりますので、当期の年間配当金は75円（連結配当性向51.6％）となり、前期に

比べ10円の増配となります。

(13) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　 特に記載する事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項
(1) 発行可能株式総数 42,206,000株

(2) 発行済株式の総数 28,633,952株

(3) 株主数 6,838名 (前期末比 99名増)

(4) 大株主

株 主 名 持 株 数 持株比率
(千株) (％)

兼 松 株 式 会 社 16,554 57.88

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 778 2.72

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 750 2.62

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 489 1.70

ザ バンク オブ ニューヨーク メロン エスエーエヌブイ １０ 286 1.00

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) 281 0.98

C B N Y - G O V E R N M E N T O F N O R W A Y 271 0.94

資産管理サービス信託銀行株式会社(年金信託口) 226 0.79

兼 松 エ レ ク ト ロ ニ ク ス 従 業 員 持 株 会 220 0.76

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 210 0.73

(注) 持株比率については、自己株式（35,426株）を控除して算出しております。

3. 会社の新株予約権等に関する事項
　 特に記載する事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
(1) 取締役および監査役の状況

会社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役会長 酒井 峰夫
ケー・イー・エルテクニカルサービス株式会
社代表取締役社長兼日本オフィス・システム
株式会社取締役会長

代表取締役社長 菊川 泰宏

常 務 取 締 役 戸田 克則
技術・サービス部門担当兼西日本部門担当兼
大阪支社長兼テクニカルサービス本部長

取 締 役 渡辺 亮 東京営業部門担当

取 締 役 原田 修一 本社機構・ＣＳＲ担当

取 締 役 谷川 薫 兼松株式会社取締役専務執行役員

取 締 役 栗林 信介
トニカ法律事務所所長兼創価大学法科大学院
教授兼慶應義塾大学病院治験審査委員会委員
兼株式会社ゼネラル・オイスター監査役

常 勤 監 査 役 森 則之

監 査 役 作山 信好
兼松株式会社取締役常務執行役員兼カネヨウ
株式会社監査役

監 査 役 市村 和雄
ネクサス監査法人代表社員兼株式会社ユーク
ス取締役兼兵庫県立大学大学院会計研究科特
任教授

監 査 役 加藤 研一 公益社団法人新化学技術推進協会部長研究員

(注) 1. 取締役 谷川薫氏、栗林信介氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締
役であります。

2. 監査役 作山信好氏、市村和雄氏、加藤研一氏は、会社法第２条第16号に
定める社外監査役であります。

3. 取締役 栗林信介氏、監査役 市村和雄氏、加藤研一氏は、東京証券取引
所に独立役員として届け出ております。

4. 監査役 作山信好氏は、長年にわたる経理業務の経験を有しており、財務
および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

5. 監査役 市村和雄氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計
に関する相当程度の知見を有するものであります。

6. 当該事業年度中の取締役および監査役の異動は、次のとおりであります。
(就任)

平成27年６月19日開催の第47回定時株主総会において、栗林信介氏は
取締役に、また、市村和雄氏、加藤研一氏は監査役に選任され、就任
いたしました。

(退任)
平成27年６月19日開催の第47回定時株主総会終結の時をもって、南部
真也氏は監査役を退任いたしました。
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(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づいて、社外取締役である谷川薫氏、栗

林信介氏、社外監査役である作山信好氏、市村和雄氏、加藤研一氏との間で、同法

第423条第1項の損害賠償責任を同法第425条第1項に定める額を限度とする契約を締

結しております。

　
(3) 会社役員の報酬等の総額

区 分 支給人員 報 酬 等 の 額
名

取 締 役 7 189,088千円(うち社外取締役２名9,300千円)

監 査 役 5 38,820千円(うち社外監査役４名19,020千円)

計 12 227,908千円

(注) 1. 取締役の報酬限度額は、平成８年６月27日開催の第28回定時株主総会にお
いて、年額250,000千円以内（ただし、使用人報酬相当額は含まない。）と
決議いただいております。

2. 監査役の報酬限度額は、平成６年６月29日開催の第26回定時株主総会にお
いて、年額70,000千円以内と決議いただいております。

3． 上記報酬等の総額には役員賞与支給予定額87,000千円（取締役：87,000千
円、監査役：支給を予定しておりません。）および当事業年度における役
員退職慰労引当金の増加額26,998千円（取締役：22,828千円、監査役：
4,170千円）が含まれております。

4. 上記、報酬等の総額に含まれていない支払額
社外役員に対する親会社または当該親会社の子会社からの
役員報酬等の総額 59,533千円
使用人兼務取締役に対する使用人報酬相当額 62,200千円

　
(4) その他会社役員に関する重要な事項

　特に記載する事項はありません。

　

5. 社外役員に関する事項
(1) 他の法人等の業務執行取締役等との重要な兼職状況および当該他の法人等との関

係

　取締役 谷川薫氏は兼松株式会社の取締役専務執行役員であり、監査役 作山信

好氏は、同社の取締役常務執行役員であります。当社は同社に当社取扱輸入商品の

輸入業務を委託しております。
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(2) 他の法人等の社外役員との重要な兼職状況および当該他の法人等との関係

　特に記載する事項はありません。

　
(3) 主要取引先等特定関係事業者との関係

　特に記載する事項はありません。

　
(4) 当事業年度における主な活動状況

　平成27年度の取締役会には、取締役 谷川薫氏が12回中11回、栗林信介氏が取締

役就任後開催の10回中9回、監査役 作山信好氏が12回中11回、市村和雄氏が監査役

就任後開催の10回中10回、加藤研一氏が監査役就任後開催の10回中10回出席し、議

案審議等に必要な発言を適宜行っております。

　平成27年度の監査役会には、監査役 作山信好氏が12回中11回、市村和雄氏が監

査役就任後開催の10回中10回、加藤研一氏が監査役就任後開催の10回中10回出席し、

監査結果についての意見交換、監査に対する重要事項等の協議を行っております。

　

6. 会計監査人に関する事項
(1) 会計監査人の氏名または名称

　 ＰｗＣあらた監査法人

(2) 会計監査人の報酬等の額

　① 当事業年度に係る会計監査人に対する報酬等の額

51,200千円

　② 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

80,600千円

(注) 1. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実
務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時
間の実績および報酬額の推移ならびに会計監査人の職務遂行状況を確認
し、当事業年度の監査計画および報酬額の妥当性を検討した結果、会計監
査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商
品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、①の金
額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めております。
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(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると
認められる場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められ
る場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、当社取締役会
は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

(4) 責任限定契約の内容の概要

　特に記載する事項はありません。

(5) 子会社の監査の状況

　 特に記載する事項はありません。
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7. 業務の適正を確保するための体制
　当社グループでは、企業理念と経営ビジョンを以下のとおり定め、信頼と価値を

創造する企業集団を目指し、経営を行っております。

　① 私達は、常にお客様の満足度の向上を意識し、信頼ある行動をします。

　② お客様に真に評価されるシステムやサービスを幅広く提供します。

　③ 法令を遵守し、公正で透明性の高い企業活動を行います。

(1) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

① 取締役会議事録は社内規定にて少なくとも10年間は本社に備え置くことを定め

ております。

② その他取締役の職務執行状況を記録するための経営会議議事録、稟議書、会計

帳簿等の文書の取り扱いは、当社社内規定に従い適切に保管・保存しておりま

す。また、必要に応じて保管・保存状況を検証するとともに社内規定の見直

し・改定を行っております。

③ 取締役が職務執行において必要と判断される文書については適宜閲覧可能な体

制としております。

(2) 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制

① 当社および子会社、関連会社に起こりうるリスクの特定、防止、発生したリス

クへの対処・是正を全社的に行うため、「リスクマネジメント委員会」を設置

し、リスク管理の周知・徹底を図っております。

② 業務上発生しうるリスクについては、「職務権限規定」等に基づいた担当部署に

おいて規則やガイドラインを制定し運用しております。また、必要に応じ社内

横断的な委員会を設置し、リスクコントロールを行っております。

③ コンプライアンスについては、「ＫＥＬグループ企業倫理綱領」の精神を実践す

るべく、「コンプライアンス委員会」を設置し、社内体制の強化を図っておりま

す。また、役職員・顧問弁護士を窓口とするコンプライアンス通報窓口を設け

るとともに、「内部公益通報保護規定」を制定しコンプライアンスの一層の充実

に努めております。

④ 情報資産の適切な保護については、情報セキュリティシステム（ＩＳＯ２７０

０１)の維持・向上を図っております。さらに、「企業の社会的責任」（ＣＳＲ)

の一端として、環境の保全に努めることを目的に、環境マネジメントシステム

（ＩＳＯ１４００１)の維持・改善に努めております。
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⑤ 財務報告に係る内部統制については、当社の内部統制システムの構築をより有

効かつ効率的に進め、財務報告の信頼性を確保するため、「内部統制委員会」を

設置し、整備・運用・評価・改善を行っております。なお、評価については、

独立した評価部門である監査室が担当し、全社的な内部統制の状況および重要

な事業拠点における業務プロセスの評価を実施する体制を構築しております。

(3) 当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する

ための体制

① 当社では「取締役会規定」を定め、「定例取締役会」を最低１ヵ月に１回、「臨

時取締役会」を必要に応じ随時開催しております。「取締役会」では、法令また

は定款に定める事項のほか、基本的な経営方針および全社的な中期経営計画、

短期計画の決定、業績の検討を行っております。また、取締役の業務の分担な

らびに他社の代表取締役兼務などを決議しております。「取締役会」には、監査

役も出席し意見を述べております。

② 会社が、公正かつ組織的な企業活動を行うため、取締役および従業員の職務と

権限の関係ならびに基準を定める「職務権限規定」を制定しております。

③ 常勤取締役で構成される「経営会議」を組織し、取締役会決定の基本方針に基

づいて全社の全般的業務の執行に関する基本方針を定め、業務遂行の指揮、指

導にあたっております。「経営会議」には、監査役も出席しております。

④ 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画を作成し、また

事業年度ごとの短期計画を立案し、全社的な目標を設定しております。各部門

においては、その目標達成に向け具体策を立案、実行しております。

(4) 当社および当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適

合することを確保するための体制

① コンプライアンス全体を統括する組織として担当役員を委員長とし、社外弁護

士も委員として参加する「コンプライアンス委員会」を設置しております。

② 「ＫＥＬグループ企業倫理綱領」を制定し、役員および社員等が、それぞれの立

場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう研修等

を通じ周知・徹底を図っております。

③ 役員および社員等が、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、また

は行われようとしていることに気付いた場合、通報窓口に通報しなければなら

ない旨を定め、また公益通報者保護法および関連するガイドラインに基づいた

体制を定めております。

④ 会計記録の適正を期するとともに、業務が適正に遂行されているかを監視する

ために、「内部監査規定」を定め、監査室による内部監査を実施しております。

⑤ 反社会的勢力との関係を一切遮断することについて、「ＫＥＬグループ企業倫理

綱領」に明記し、周知・徹底を図っております。
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(5) 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

① 当社は兼松株式会社のグループの一員として、兼松株式会社の「内部統制・コ

ンプライアンス委員会」の助言の下、コンプライアンス活動を推進し、適宜親

会社に対して報告する体制を構築しております。

② 年に数回、兼松株式会社および兼松グループの企業のトップマネジメントが集

まり、グループ経営に関する情報を共有し、相互理解とコーポレート・ガバナ

ンスの共通認識の徹底を図っております。

③ 親会社等と当社および子会社、関連会社との間における不適切な取引や、不正

な会計処理を防止するため、適宜、情報交換を行うことにより、当社および子

会社等の独立性を十分に確保する体制を構築しております。

④ 当社の子会社、関連会社の運営については各社の自主性を尊重しつつ、「関係会

社運営規定」において定めている事業活動上の重要な項目については当社の経

営会議等で審議、決裁しております。「コンプライアンス委員会」および「リス

クマネジメント委員会」が子会社および関連会社のリスク情報を管理・統括し、

子会社、関連会社の経営者とはグループ経営に関する情報を共有しております。

⑤ 「コンプライアンス委員会」および「リスクマネジメント委員会」は子会社、関

連会社に損失発生の危険を予見、発見した場合は直ちにその内容ならびに当社

および子会社、関連会社に対する影響等について、当社の経営会議に報告する

体制を構築しております。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用

人に関する事項

 「監査役会規定」および「監査役監査基準」において、監査役が監査の実効性を高

め、かつ、監査職務を円滑に遂行するため、監査役の職務遂行を補助する体制を確

保しております。

(7) 前号の使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確

保に関する事項

　監査役の職務遂行を補助すべき使用人については、当該使用人の取締役からの独

立性、および当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に留意しております。
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(8) 取締役・使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関す

る体制

① 当社および当社子会社の取締役、監査役および使用人は、当社または当社子会

社の業務または財務の状況に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があること

を発見したとき、重大なコンプライアンス違反の発生の懸念があるときは、こ

れを速やかに当社監査役に報告しております。

② 「リスクマネジメント委員会」「コンプライアンス委員会」を担当する取締役は、

監査役に対して、コンプライアンスに関する業務の状況について、重要事項に

ついては必要の都度、報告しております。

③ 社内規定の制定や改廃その他社内体制の整備について、これを担当する取締役

は、監査役に対して、速やかに報告しております。

④ 取締役および使用人は、監査役から業務執行に関する報告を求められた場合に

は、速やかに報告しております。

⑤ 監査役は、監査役監査を実効的に行うため、「取締役会」のほか、「経営会議」

「リスクマネジメント委員会」「コンプライアンス委員会」、その他重要な会議ま

たは委員会に出席しております。また、出席しない場合には、監査役は付議事

項について説明を受け、稟議書、報告書等の資料および議事録等を閲覧するこ

とができることとしております。

　

(9) 監査役に報告をした者が当該報告したことを理由として不利な取扱いを受けない

ことを確保する体制

　当社は、「内部公益通報保護規定」を設けており、監査役への報告をした者が、当

該報告をしたことを理由に不当な取り扱いを受けない体制としております。

(10) 監査役の職務執行について生じる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職

務の執行について生ずる費用または償還の処理に係る方針に関する事項

　監査役がその職務の執行について当社に対して会社法第388条に基づく費用の前払

い等の請求をしたときには、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用また

は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに

これに応じております。

(11) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役は、内部監査部門の実施する内部監査に関する年次計画について事前に

説明を受け、必要があると認めるときは、意見を述べることができることとし

ております。また、内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要がある

と認めるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等に関する意見を述べる

ことができることとしております。
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② 監査役は、会計監査人の取締役からの独立性を確保し、会計監査人の監査計画

について、事前に報告を受けるものとしております。また、会計監査人の報酬

および会計監査人に依頼する非監査項目については、監査役の事前承認を要す

るものとしております。

③ 監査役および監査役会は、代表取締役と定期的に会合をもち、代表取締役の経

営方針を確かめるとともに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクの

ほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換し、

代表取締役との相互認識と信頼関係を深めるよう努めております。

(12) 反社会的勢力排除に向けた基本的な体制

　当社グループは、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に

対しては、その排除に努めるとともに毅然とした姿勢で組織的な対応を図り、取引

関係等の一切の関係を持たないことを基本方針としております。平素より、警察等

の外部機関や関連団体と密接な連携関係の構築に努めております。

　

(13) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　業務の適正を確保するための体制については、各部署においてその適切な運営に

努めるとともに、監査役会は定期監査および情報交換などの他、定期的に内部監査

を実施している監査室と緊密な連携を取ることによって、十分なモニタリングに努

めております。

　また、情報セキュリティ対策として国際規格である「ＩＳＯ２７００１」の認証

を取得しております。

8. 会社の支配に関する基本方針
　当社では、会社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基

本方針については、特に定めておりません。

(注) 本事業報告中の記載金額および株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示し
ております。
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連結貸借対照表
(平成28年３月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 48,986,784 流 動 負 債 13,394,951

現 金 及 び 預 金 29,876,227 支払手形及び買掛金 6,049,835

受取手形及び売掛金 13,556,540 短 期 借 入 金 3,611

リ ー ス 投 資 資 産 2,937 リ ー ス 債 務 21,071

た な 卸 資 産 1,633,905 未 払 法 人 税 等 1,233,732

繰 延 税 金 資 産 767,993 前 受 収 益 2,907,735

そ の 他 3,150,255 賞 与 引 当 金 1,012,009

貸 倒 引 当 金 △1,075 役 員 賞 与 引 当 金 117,363

そ の 他 2,049,592

固 定 資 産 6,287,837 固 定 負 債 3,222,604

有 形 固 定 資 産 2,838,603 リ ー ス 債 務 28,246

建 物 及 び 構 築 物 1,105,991 役員退職慰労引当金 126,009

土 地 846,000 退職給付に係る負債 2,819,482

そ の 他 886,611 資 産 除 去 債 務 236,380

そ の 他 12,485

無 形 固 定 資 産 864,955 負 債 合 計 16,617,555

の れ ん 79,720 純 資 産 の 部

そ の 他 785,234 株 主 資 本 38,808,852

資 本 金 9,031,257

資 本 剰 余 金 7,112,350

投 資 そ の 他 の 資 産 2,584,278 利 益 剰 余 金 22,693,957

投 資 有 価 証 券 708,915 自 己 株 式 △28,712

長 期 貸 付 金 2,315

繰 延 税 金 資 産 959,981 その他の包括利益累計額 △211,198

そ の 他 949,427 その他有価証券評価差額金 101,841

貸 倒 引 当 金 △36,361 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 390

為 替 換 算 調 整 勘 定 99,684

退職給付に係る調整累計額 △413,114

非 支 配 株 主 持 分 59,411

純 資 産 合 計 38,657,065

資 産 合 計 55,274,621 負債及び純資産合計 55,274,621

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額
売 上 高 61,289,586

売 上 原 価 44,813,811

売 上 総 利 益 16,475,775

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 10,084,822

営 業 利 益 6,390,952

営 業 外 収 益

受 取 利 息 33,695

受 取 配 当 金 19,656

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 10,516

助 成 金 収 入 30,717

雑 収 入 45,420 140,006

営 業 外 費 用

支 払 利 息 7,607

雑 支 出 6,497 14,105

経 常 利 益 6,516,853

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,258 1,258

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 14,989 14,989

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 6,503,122

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,274,663

法 人 税 等 調 整 額 57,527 2,332,190

当 期 純 利 益 4,170,931

非支配株主に帰属する当期純利益 15,812

親会社株主に帰属する当期純利益 4,155,119

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当期首残高 9,031,257 8,177,299 20,581,922 △27,921 37,762,557

会計方針の変更に
よる累積的影響額

△998,896 △41,162 △1,040,059

会計方針の変更を
反映した当期首残高

9,031,257 7,178,403 20,540,759 △27,921 36,722,498

当期変動額

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動

△66,052 △66,052

剰余金の配当 △2,001,921 △2,001,921

親会社株主に帰属
する当期純利益

4,155,119 4,155,119

自己株式の取得 △791 △791

当期変動額合計 ― △66,052 2,153,198 △791 2,086,354

当期末残高 9,031,257 7,112,350 22,693,957 △28,712 38,808,852

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整累計額
その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 137,997 94 119,570 △178,867 78,795 137,378 37,978,731

会計方針の変更に
よる累積的影響額

△1,040,059

会計方針の変更を
反映した当期首残高

137,997 94 119,570 △178,867 78,795 137,378 36,938,672

当期変動額

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動

△66,052

剰余金の配当 △2,001,921

親会社株主に帰属
する当期純利益

4,155,119

自己株式の取得 △791

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

△36,156 296 △19,886 △234,247 △289,994 △77,966 △367,960

当期変動額合計 △36,156 296 △19,886 △234,247 △289,994 △77,966 1,718,393

当期末残高 101,841 390 99,684 △413,114 △211,198 59,411 38,657,065

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

（継続企業の前提に関する注記）

特に記載する事項はありません。

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

　1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 ６社

(2) 連結子会社の名称 ケー・イー・エルテクニカルサービス株式会社、兼松電子（成都）

有限公司、クラウドランド株式会社、Kanematsu Electronics

(Thailand) Ltd.、日本オフィス・システム株式会社、株式会社ｉ

－ＮＯＳ

　連結子会社であったケー・イー・エルシステムズ株式会社は、

当連結会計年度において、同じく連結子会社であるケー・イー・

エルテクニカルサービス株式会社と合併し解散したため、連結の

範囲から除外いたしました。
　2. 持分法の適用に関する事項

　 (1) 持分法を適用した非連結子会社の数 ０社

　 (2) 持分法を適用した関連会社の数 １社

株式会社グロスディー

　 (3) 持分法を適用しない非連結子会社および関連会社の名称

メモレックスリース株式会社、株式会社デジタルシアター

　 持分法を適用しない理由

持分法を適用していない関連会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）および利益剰
余金（持分に見合う額）等からみて、連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体とし
ても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

　3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、兼松電子（成都）有限公司の決算日は、12月31日であります。
連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

　4. 会計方針に関する事項

　 (1) 重要な資産の評価基準および評価方法

　 ① 有価証券

　 その他有価証券

時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は総平均法により算定）

時価のないもの 主として総平均法に基づく原価法

　 ② デリバティブ 時価法

　 ③ たな卸資産 通常の販売目的で保有するたな卸資産

主として移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の
低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

仕掛品

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法により算定）
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　 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

　 ① 有形固定資産 定額法

（リース資産を除く） なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　 建物及び構築物 ２～47年

　 貸与資産 ２～７年

また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能

限度額まで償却が終了した翌年から５年で均等償却する方法によっ

ております。

　 ② 無形固定資産 市場販売目的のソフトウェア

（リース資産を除く） 見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間（主として３年以内）

に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を計上しており

ます。

　 自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（５年以内）に基づく定額法を採用して

おります。

　 その他の無形固定資産

　 定額法を採用しております。

　 ③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

　 (3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金 債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員の賞与の支払いにあてるため、支給見込額に基づき、当連結

会計年度に見合う額を計上しております。

③ 役員賞与引当金 役員の賞与の支払いにあてるため、支給見込額に基づき、当連結会

計年度に見合う額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく当連結会計

年度末要支給額を計上しております。
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　 (4) その他連結計算書類の作成のための重要な事項

　 ① 重要なヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。ただし、金利スワップについて

特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を採用しておりま

す。また、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等につい

ては、振当処理を行っております。
　 ② 退職給付に係る負債の計上基準

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会

計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額

を控除した額を計上しております。

過去勤務費用は、その発生年度に全額費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとし

ております。

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の

部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に

計上しております。
　 ③ 消費税等の会計処理方法

消費税および地方消費税については、税抜方式を採用しておりま

す。

　 ④ のれんの償却方法および償却期間

のれんは、５年間で均等償却しております。

　 (5) 追加情報

法人税等の税率の変更等による繰延税金資産および負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）および「地方税法等の一部を改

正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１

日以降に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴

い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の33.10%から平成

28年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.86%に、平成

30年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.62％と

なります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は96,749千円

減少し、法人税等調整額が90,146千円、その他有価証券評価差額金額が3,310千円、それぞれ増

加し、退職給付に係る調整累計額が9,995千円減少しております。
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（会計方針の変更に関する注記）

企業結合に関する会計基準等の適用

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基

準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下

「連結会計基準」という。）および「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年

９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を当連結会計年度から適用し、支配が継続し

ている場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取

得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、当連結

会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配

分額の見直しを企業結合日の属する連結会計年度の連結計算書類に反映させる方法に変更いたしま

した。加えて、当期純利益等の表示の変更および少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更

を行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（３）、連結会計基準第44

－５項（３）および事業分離等会計基準第57－４項（３）に定める経過的な取扱いに従っており、

過去の期間のすべてに新たな会計方針を遡及適用した場合の当連結会計年度の期首時点の累積的影

響額を資本剰余金および利益剰余金に加減しております。

　この結果、当連結会計年度の期首において、のれん1,040,059千円、資本剰余金998,896千円およ

び利益剰余金41,162千円が減少しております。また、当連結会計年度の営業利益、経常利益および

税金等調整前当期純利益はそれぞれ215,764千円増加しております。

（表示方法の変更に関する注記）

連結貸借対照表関係

　前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「前受収益」は、金額的重要

性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。

　なお、前連結会計年度の「前受収益」は2,733,742千円であります。

（連結貸借対照表に関する注記）

1. 有形固定資産の減価償却累計額 4,334,381千円

2. 保証債務
取引上の債務に対する根保証

株式会社グロスディー 273,003千円
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

　1. 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末

普通株式 (株) 28,633,952 ― ― 28,633,952

　2. 自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末

普通株式 (株) 35,032 394 ― 35,426

　3. 新株予約権等に関する事項

　 該当事項はありません。

　4. 配当に関する事項

　 (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成27年５月14日
取締役会

普通株式 1,000,962 35 平成27年３月31日 平成27年６月４日

平成27年10月30日
取締役会

普通株式 1,000,958 35 平成27年９月30日 平成27年12月７日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度後となるも

の

　 次のとおり、決議を予定しております。

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成28年５月12日
取締役会

普通株式 利益剰余金 1,143,941 40 平成28年３月31日 平成28年６月２日
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（金融商品に関する注記）

　1. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規定に沿ってリスク低減を図ってお

ります。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把

握を行っております。

デリバティブは、内部管理規定に従い、実需の範囲で行うこととしております。

　2. 金融商品の時価等に関する事項

　平成28年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの

差額については、次のとおりであります。

連結貸借対照表
計上額（千円）(*1)

時価（千円）(*1) 差額(千円）

(1) 現金及び預金 29,876,227 29,876,227 ―

(2) 受取手形及び売掛金 13,556,540

貸倒引当金 (*2) △1,075

13,555,464 13,555,464 ―

(3) リース投資資産 2,937 2,912 △25

(4) 投資有価証券 336,815 336,815 ―

(5) 支払手形及び買掛金 (6,049,835) (6,049,835) ―

(6) 短期借入金 (3,611) (3,611) ―

(7) リース債務 (49,317) (49,292) △25

(8) 未払法人税等 (1,233,732) (1,233,732) ―

(*1) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

(*2) 受取手形及び売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。

（注1）金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項

(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

価額によっております。

(3)リース投資資産

回収可能性を反映した元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想

定される利率で割り引いた現在価値によっております。

(4)投資有価証券

これらの時価は、取引所の価格によっております。
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(5)支払手形及び買掛金、(6)短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

価額によっております。また、一部為替予約等の振当処理を行っているデリバティブ取

引については、ヘッジ対象とされている債務（主として買掛金）と一体として処理して

いるため、その時価は、当該債務の時価に含めて記載しております。

(7)リース債務

元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引

いた現在価値によっております。

(8)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

価額によっております。

（注2）非上場株式（連結貸借対照表計上額372,100千円）については、市場価格がなく、時価を

把握することが極めて困難と認められることから、「（4）投資有価証券」には含めており

ません。

（賃貸等不動産に関する注記）

特に記載する事項はありません。

（１株当たり情報に関する注記）

1. １株当たり純資産額 1,349円64銭

2. １株当たり当期純利益 145円29銭

　(注)「会計方針の変更に関する注記」に記載のとおり、企業結合会計基準等を適用し、企業結合会計

基準第58-２項（３）、連結会計基準第44-５項（３）および事業分離等会計基準第57-４項（３）

に定める経過的な取扱いに従っております。この結果、当連結会計年度の１株当たり純資産額

が、30.90円減少し、１株当たり当期純利益金額が、7.78円増加しております。

（重要な後発事象に関する注記）

特に記載する事項はありません。
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貸 借 対 照 表
(平成28年３月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 40,375,977 流 動 負 債 11,431,783

現 金 及 び 預 金 24,197,277 買 掛 金 4,983,285

受 取 手 形 502,956 リ ー ス 債 務 15,749

売 掛 金 11,044,113 未 払 費 用 2,312,045

リ ー ス 投 資 資 産 2,937 未 払 法 人 税 等 751,551

商 品 1,288,184 預 り 金 66,654

前 払 費 用 2,373,174 前 受 収 益 2,714,425

繰 延 税 金 資 産 350,095 賞 与 引 当 金 443,000

未 収 入 金 577,057 役 員 賞 与 引 当 金 87,000

そ の 他 40,181 資 産 除 去 債 務 5,010

そ の 他 53,061

固 定 資 産 7,518,270 固 定 負 債 871,715

有 形 固 定 資 産 849,480 リ ー ス 債 務 21,572

建 物 265,418 退 職 給 付 引 当 金 452,616

車 輌 運 搬 具 6,393 役員退職慰労引当金 117,899

器 具 備 品 256,831 資 産 除 去 債 務 137,675

そ の 他 320,837 預 り 保 証 金 141,952

負 債 合 計 12,303,499

無 形 固 定 資 産 759,168 純 資 産 の 部

ソ フ ト ウ エ ア 135,036 株 主 資 本 35,488,162

そ の 他 624,133 資 本 金 9,031,257

資 本 剰 余 金 8,177,299

投 資 そ の 他 の 資 産 5,909,620 資 本 準 備 金 8,177,299

投 資 有 価 証 券 678,793 利 益 剰 余 金 18,308,317

関 係 会 社 株 式 3,947,004 利 益 準 備 金 360,407

関 係 会 社 出 資 金 263,205 そ の 他 利 益 剰 余 金 17,947,910

従 業 員 長 期 貸 付 金 520 別 途 積 立 金 1,628,000

関係会社長期貸付金 21,999 繰 越 利 益 剰 余 金 16,319,910

破 産 更 生 債 権 等 2,307 自 己 株 式 △28,712

長 期 前 払 費 用 228

繰 延 税 金 資 産 172,912

差 入 保 証 金 670,190 評価・換算差額等 102,586

そ の 他 197,027 その他有価証券評価差額金 102,196

貸 倒 引 当 金 △23,451 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 390

投 資 損 失 引 当 金 △21,118 純 資 産 合 計 35,590,749

資 産 合 計 47,894,248 負債及び純資産合計 47,894,248

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額
売 上 高 49,695,198

売 上 原 価 37,921,478

売 上 総 利 益 11,773,719

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,667,111

営 業 利 益 4,106,607

営 業 外 収 益

受 取 利 息 30,136

受 取 配 当 金 497,704

業 務 受 託 手 数 料 62,529

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 8,330

投 資 損 失 引 当 金 戻 入 額 6,081

債 務 保 証 損 失 引 当 金 戻 入 額 4,462

雑 収 入 20,036 629,282

営 業 外 費 用

支 払 利 息 4,830

雑 支 出 3,372 8,203

経 常 利 益 4,727,686

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,258 1,258

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 14,077 14,077

税 引 前 当 期 純 利 益 4,714,867

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,452,818

法 人 税 等 調 整 額 29,204 1,482,022

当 期 純 利 益 3,232,844

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 9,031,257 8,177,299 360,407 1,628,000 15,088,987 △27,921 34,258,030

当期変動額

剰余金の配当 △2,001,921 △2,001,921

当期純利益 3,232,844 3,232,844

自己株式の取得 △791 △791

当期変動額合計 ― ― ― ― 1,230,923 △791 1,230,132

当期末残高 9,031,257 8,177,299 360,407 1,628,000 16,319,910 △28,712 35,488,162

評価・換算差額等

純 資 産 合 計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

当期首残高 138,227 94 138,321 34,396,352

当期変動額

剰余金の配当 △2,001,921

当期純利益 3,232,844

自己株式の取得 △791

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

△36,031 296 △35,735 △35,735

当期変動額合計 △36,031 296 △35,735 1,194,396

当期末残高 102,196 390 102,586 35,590,749

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

　1. 資産の評価基準および評価方法

　 (1) 有価証券

　 子会社株式および関連会社株式

　 総平均法に基づく原価法

　 その他有価証券

　 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は総平均法により算定）

　 時価のないもの

　 総平均法に基づく原価法

　 (2) デリバティブ

　 時価法

　 (3) たな卸資産

　 通常の販売目的で保有するたな卸資産

主として移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）

　2. 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定額法

　 （リース資産を除く） なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　 建物 ３～18年

　 器具備品 ２～20年

　 貸与資産 ４～６年

また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能

限度額まで償却が終了した翌年から５年で均等償却する方法によっ

ております。

　 ② 無形固定資産 市場販売目的のソフトウェア

（リース資産を除く） 見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間（３年以内）に基づく

均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を計上しております。

　 自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（５年以内）に基づく定額法を採用して

おります。

　 その他の無形固定資産

　 定額法を採用しております。

　 ③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
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　3. 引当金の計上基準

　 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

　 (2) 投資損失引当金

関係会社への投資に係る損失に備えるため、財政状態および将来の回復見込等を勘案し、損失

見込額を計上しております。

　 (3) 賞与引当金

従業員の賞与の支払いにあてるため、支給見込額に基づき、当事業年度に見合う額を計上して

おります。

　 (4) 役員賞与引当金

役員の賞与の支払いにあてるため、支給見込額に基づき、当事業年度に見合う額を計上してお

ります。

　 (5) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額

に基づき計上しております。

過去勤務費用は、その発生年度に全額費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理すること

としております。

　 (6) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

　 (7) 債務保証損失引当金

関係会社の債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損失見込額を

計上しております。

　4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

　 (1) ヘッジ会計の方法

　 繰延ヘッジ処理によっております。

ただし、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っており

ます。

　 (2) 消費税等の会計処理方法

　 消費税および地方消費税については、税抜方式を採用しております。

　 (3) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類における会計処理

の方法と異なっております。
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（貸借対照表に関する注記）

1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,273,107千円

2. 保証債務
　 取引上の債務に対する根保証

　 株式会社グロスディー 273,003千円

3. 関係会社に対する短期金銭債権 182,238千円

4. 関係会社に対する短期金銭債務 1,509,796千円

（損益計算書に関する注記）

関係会社との取引高

営業取引 13,962,538千円

営業取引以外の取引高 586,538千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

　自己株式の種類および総数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増 加 減 少 当事業年度末

普通株式 (株) 35,032 394 ― 35,426
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（税効果会計に関する注記）

　1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　 (単位：千円)

　 平成28年３月31日現在

(繰延税金資産)

　① 流動資産

　 賞与引当金 136,709

　 社会保険料 19,139

　 未払事業税 61,472

　 商品評価損 38,982

　 その他 99,489

　 小計 355,792

　 評価性引当額 △5,522

　 繰延税金負債（流動）との相殺 △174

　 計 350,095

　② 固定資産

　 退職給付引当金 138,591

　 会員権評価損 24,598

　 資産除去債務 19,105

　 役員退職慰労引当金 36,100

　 投資有価証券評価損 1,922

　 その他 39,429

　 小計 259,748

　 評価性引当額 △36,503

　 繰延税金負債（固定）との相殺 △50,332

　 計 172,912

　繰延税金資産合計 523,008

(繰延税金負債)

　① 流動負債

繰延ヘッジ利益 △174

　 小計 △174

　 繰延税金資産（流動）との相殺 174

　 計 ―

　② 固定負債

　 その他有価証券評価差額金 △50,332

　 小計 △50,332

　 繰延税金資産（固定）との相殺 50,332

　 計 ―

　 繰延税金負債合計 ―
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　2. 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産および負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）および「地方税法等の一部を改

正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１

日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、

繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の33.10%から平成28年

４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.86%に、平成30年４月

１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.62％となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は40,457千円

減少し、法人税等調整額が43,781千円、その他有価証券評価差額金額が3,310千円、それぞれ増

加しております。

（関連当事者との取引に関する注記）

　1. 親会社および法人主要株主等

　 重要性がないため記載を省略しております。

　2. 子会社等

属 性
会社等の
名称

議決権等の
所有割合

関係内容

取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の
兼任等

事業上の関係

千円 千円

子会社
ケー・イー・エ
ルテクニカルサ
ービス株式会社

100.0％
当社役員
４名

当社保守業務
の委託

保守業務の
委託

7,059,290 未払費用 1,139,917

利息の支払 3,238 ― ―

配当の受取 478,200 ― ―

(注) 1. 取引金額には消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。

2. 保守業務の委託料については、一般取引と同様、市場価格に基づき交渉の上決定しており
ます。

3. 資金の貸付については、市場金利等を勘案して、協議の上決定しております。

（１株当たり情報に関する注記）

1. １株当たり純資産額 1,244円50銭

2. １株当たり当期純利益 113円04銭
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成28年５月９日

兼松エレクトロニクス株式会社
　取 締 役 会 御 中

ＰｗＣあらた監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士 小沢 直靖 ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士 矢野 貴詳 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、兼松エレクトロニクス株式会社の平成
27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連
結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備
及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実
施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な
虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含ま
れる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、兼松エレクトロニクス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該
連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成28年５月９日

兼松エレクトロニクス株式会社
　取 締 役 会 御 中

ＰｗＣあらた監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士 小沢 直靖 ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士 矢野 貴詳 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、兼松エレクトロニクス株式会社
の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第48期事業年度の計算書類、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監
査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及び
その附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公
正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書
類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、
監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手する
ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書
類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査
の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその
附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第48期事業年度の取締役の
職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果

について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等
に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監
査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び
主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につい
ては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて
子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保
するために必要なものとして会社法施行規則第１００条第１項及び第３項に定める体
制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内
部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につい
て定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを
確保するための体制」（会社計算規則第１３１条各号に掲げる事項）を「監査に関す
る品質管理基準」（平成１７年１０月２８日企業会計審議会）等に従って整備してい
る旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細
書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果
　(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。
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　(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　 会計監査人ＰｗＣあらた監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　(3) 連結計算書類の監査結果
　 会計監査人ＰｗＣあらた監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　 平成28年５月12日

兼松エレクトロニクス株式会社 監査役会

常勤監査役 森 則 之 ㊞

監 査 役(社外監査役） 作 山 信 好 ㊞

監 査 役(社外監査役） 市 村 和 雄 ㊞

監 査 役(社外監査役） 加 藤 研 一 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

　

第１号議案　定款一部変更の件

1. 提案の理由

(1)「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年５月

１日に施行されたことに伴い、新たな機関設計として監査等委員会設置会

社制度が導入されました。つきましては、当社は、取締役会の監督機能の

強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会

社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査等委員会

設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会

に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等

の変更を行うものであります。

　

(2) 株主総会の運営について当社取締役の構成に応じた柔軟な対応を可能と

するため、あらかじめ取締役会が定める取締役が株主総会の招集権者およ

び議長にあたるよう、現行定款第14条（招集権者および議長）を変更する

ものであります。

　

(3) 経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を構築するため、現行定款第

23条（取締役会の招集権者および議長）について所要の変更を行うもので

あります。

　

(4) その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであり

ます。
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2. 変更の内容

　変更内容は以下のとおりであります。（下線部分が変更箇所）

　なお、本議案にかかる定款変更は、本総会の終結の時をもって、効力を生

じるものとします。

現 行 定 款 変 更 案

第１章 総 則 第１章 総 則

(機 関) (機 関)

第４条 当会社は、株主総会および取締役のほ

か、次の機関を置く。

1. 取締役会

2. 監査役

3. 監査役会

4. 会計監査人

第４条 当会社は、株主総会および取締役のほ

か、次の機関を置く。

1. 取締役会

2. 監査等委員会

(削 除)

3. 会計監査人

第３章 株 主 総 会 第３章 株 主 総 会

(招集権者および議長) (招集権者および議長)

第14条 株主総会は、法令に別段の定めのある場

合を除き、取締役会の決議にもとづき取締

役社長が招集し、議長となる。取締役社長

に事故あるときは、取締役会においてあら

かじめ定められた順序により、他の取締役

がこれにあたる。

(新 設)

第14条 株主総会は、法令に別段の定めのある場

合を除き、取締役会においてあらかじめ選

定した取締役が招集し、議長となる。

2．前項の取締役に事故あるときは、取締役

会においてあらかじめ定められた順序によ

り、他の取締役がこれにあたる。

第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会

(取締役の定員) (取締役の定員)

第19条 当会社に取締役20名以内を置く。

(新 設)

第19条 当会社の取締役（監査等委員である取締

役を除く。）は、20名以内とする。

2. 当会社の監査等委員である取締役は、５

名以内とする。

(取締役の選任) (取締役の選任)

第20条 取締役は株主総会において選任する。

2. 取締役の選任決議は、議決権を行使する

ことができる株主の議決権の３分の１以上

を有する株主が出席し、その議決権の過半

数をもって行う。

3. 取締役の選任は、累積投票によらない。

第20条 取締役は、監査等委員である取締役とそ

れ以外の取締役とを区別して、株主総会に

おいて選任する。

2. 取締役の選任決議は、議決権を行使する

ことができる株主の議決権の３分の１以上

を有する株主が出席し、その議決権の過半

数をもって行う。

3. 取締役の選任は、累積投票によらない。
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現 行 定 款 変 更 案

(取締役の任期) (取締役の任期)

第21条 取締役の任期は選任後１年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会の終結の時までとする。

(新 設)

(新 設)

第21条 取締役（監査等委員である取締役を除

く。）の任期は、選任後１年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会の終結の時までとする。

2. 監査等委員である取締役の任期は、選任

後２年以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時株主総会の終結の時ま

でとする。

3. 任期の満了前に退任した監査等委員であ

る取締役の補欠として選任された監査等委

員である取締役の任期は、退任した監査等

委員である取締役の任期の満了する時まで

とする。

(取締役会の招集権者および議長) (取締役会の招集権者および議長)

第23条 取締役会は、法令に別段の定めのある場

合を除き、取締役社長が招集し、議長とな

る。取締役社長に事故あるときは、取締役

会においてあらかじめ定められた順序によ

り、他の取締役がこれにあたる。

第23条 取締役会は、法令に別段の定めのある場

合を除き、取締役会においてあらかじめ選

定した取締役が招集し、議長となる。

(新 設) 2. 前項の取締役に事故あるときは、取締役

会においてあらかじめ定められた順序によ

り、他の取締役がこれにあたる。

(取締役会の招集通知および決議) (取締役会の招集通知および決議)

第24条 取締役会の招集通知は、各取締役および

各監査役に対し、会日の３日前までにこれ

を発する。ただし、緊急のときはこれを短

縮することができる。

2. 前項の通知は取締役および監査役全員の

同意があるときは、これを省略することが

できる。

3. 取締役会の決議は、議決に加わることが

できる取締役の過半数が出席し、出席した

取締役の過半数をもって行う。

4. 当会社は、会社法第370条の要件を充た

す場合は、取締役会の決議の目的である事

項につき、取締役会の決議があったものと

みなす。

第24条 取締役会の招集通知は、各取締役に対

し、会日の３日前までにこれを発する。た

だし、緊急のときはこれを短縮することが

できる。

2. 前項の通知は取締役全員の同意があると

きは、これを省略することができる。

3．（現行どおり）

4．（現行どおり）
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現 行 定 款 変 更 案

(新 設) (重要な業務執行の決定の委任)

第25条 取締役会は、会社法第399条の13第６項

の規定により、その決議によって重要な業

務執行（同条第５項各号に掲げる事項を除

く。）の決定の全部または一部を取締役に

委任することができる。

第25条（条文省略） 第26条（現行どおり）

（議 事 録） （議 事 録）

第26条 取締役会における議事の経過の要領およ

びその結果ならびにその他法令に定める事

項については、これを議事録に記載または

記録し、出席した取締役および監査役がこ

れに記名押印または電子署名してこれを当

会社に保存する。

2. 第24条第４項の決議があったとみなされ

る事項の内容およびその他法令に定める事

項については、これを議事録に記載または

記録する。

第27条 取締役会における議事の経過の要領およ

びその結果ならびにその他法令に定める事

項については、これを議事録に記載または

記録し、出席した取締役がこれに記名押印

または電子署名してこれを当会社に保存す

る。

2. （現行どおり）

(取締役の報酬等) (取締役の報酬等)

第27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の

対価として当会社から受ける財産上の利益

は、株主総会の決議によってこれを定め

る。

第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の

対価として当会社から受ける財産上の利益

は、監査等委員である取締役とそれ以外の

取締役とを区別して、株主総会の決議によ

って定める。

(取締役の責任免除) (取締役の責任免除)

第28条 当会社は、会社法第427条第１項の規定

により、取締役（業務執行取締役等である

者を除く）との間で同法第423条第１項に

定める責任を限定する契約を締結すること

ができる。ただし、当該契約に基づく賠償

責任の限度額は、法令が定める額とする。

第29条 当会社は、取締役（取締役であった者を

含む。）の会社法第423条第１項の責任につ

き、善意でかつ重大な過失がない場合は、

取締役会の決議をもって、法令の定める限

度額の範囲内で、その責任を免除すること

ができる。
2. 当会社は、会社法第427条第１項の規定

により、取締役（業務執行取締役等である

者を除く）との間で同法第423条第１項に

定める責任を限定する契約を締結すること

ができる。ただし、当該契約に基づく賠償

責任の限度額は、法令が定める額とする。
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現 行 定 款 変 更 案

第５章 監査役および監査役会 第５章 監査等委員会

(監査役の定員) (削 除)

第29条 当会社に監査役４名以内を置く。

(監査役の選任) (常勤の監査等委員)

第30条 監査役は株主総会において選任する。

2. 監査役の選任決議は、議決権を行使する

ことができる株主の議決権の３分の１以上

を有する株主が出席し、その議決権の過半

数をもって行う。

3. 監査役会は、その決議によって、常勤の

監査役を選定する。

第30条 監査等委員会は、その決議によって常

勤の監査等委員を選定することができる。

(監査役の任期) (削 除)

第31条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の終結の時までとする。

2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠と

して選任された監査役の任期は、退任した

監査役の任期の満了する時までとする。

(監査役会の招集通知および決議) (監査等委員会の招集通知および決議)

第32条 監査役会の招集通知は、各監査役に対

し、会日の３日前までにこれを発する。た

だし、緊急のときはこれを短縮することが

できる。

第31条 監査等委員会の招集通知は、各監査等

委員に対し、会日の３日前までにこれを

発する。ただし、緊急のときはこれを短

縮することができる。
2. 前項の通知は監査役全員の同意があると

きは、これを省略することができる。

2. 前項の通知は監査等委員全員の同意が

あるときは、これを省略することができ

る。
3. 監査役会の決議は、法令に別段の定めの

ある場合を除き、監査役の過半数をもって

行う。

3. 監査等委員会の決議は、議決に加わる

ことができる監査等委員の過半数が出席

し、出席した監査等委員の過半数をもっ

て行う。

(監査役会規定) (監査等委員会規定)

第33条 監査役会に関する事項については、法令

または本定款に別段の定めのある場合を除

き、監査役会で定める監査役会規定によ

る。

第32条 監査等委員会に関する事項については、

法令または本定款に別段の定めのある場

合を除き、監査等委員会で定める監査等

委員会規定による。
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現 行 定 款 変 更 案

(議 事 録) (議 事 録)

第34条 監査役会における議事の経過の要領およ

びその結果ならびにその他法令に定める事

項については、これを議事録に記載または

記録し、出席した監査役がこれに記名押印

または電子署名してこれを当会社に保存す

る。

第33条 監査等委員会における議事の経過の要

領およびその結果ならびにその他法令に

定める事項については、これを議事録に

記載または記録し、出席した監査等委員

がこれに記名押印または電子署名してこ

れを当会社に保存する。

(監査役の報酬等) (削 除)

第35条 監査役の報酬、賞与その他の職務執行の

対価として当会社から受ける財産上の利益

は、株主総会決議によって定める。

(監査役の責任免除) (削 除)

第36条 当会社は、会社法第427条第１項の規定

により、監査役との間で同法第423条第１

項に定める責任を限定する契約を締結する

ことができる。ただし、当該契約に基づく

賠償責任の限度額は、法令が定める額とす

る。

第６章 会計監査人 第６章 会計監査人

第37条～第38条（条文省略） 第34条～第35条（現行どおり）

第７章 計 算 第７章 計 算

第39条～第42条（条文省略） 第36条～第39条（現行どおり）
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第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

　第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査

等委員会設置会社となり、取締役全員は定款変更の効力発生時をもって任期満

了により退任となります。つきましては、監査等委員会設置会社へ移行後の取

締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）

８名の選任をお願いするものであります。

　本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を

条件として、効力を生じるものとします。

　 取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
候補者の有する
当社の株式数

１
酒　井　峰　夫
さか い みね お

(昭和26年５月13日生)

昭和49年４月 兼松株式会社入社

8,600株

平成９年４月 同社財務部長

平成16年４月 同社執行役員財経部長

平成16年６月 当社取締役

平成17年６月 常務取締役

平成20年４月 取締役副社長

平成26年４月 代表取締役会長

平成28年４月 代表取締役会長最高経営責任者（CEO)

現在に至る

[重要な兼職の状況]

ケー・イー・エルテクニカルサービス株式会社代表

取締役社長

日本オフィス・システム株式会社取締役会長

[選任理由]

当社の本社機構部門において豊富な業務経験を有し、

平成26年４月から代表取締役会長として、当社経営

を担っております。引き続き、取締役会の意思決定

機能を強化することが期待できるため取締役候補者

として選任しております。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
候補者の有する
当社の株式数

２
菊　川　泰　宏
きく かわ やす ひろ

(昭和32年７月25日生)

昭和62年３月 当社入社

8,400株

平成14年１月 システム製品本部第二部長

平成15年４月 サーバー・システム事業部長

平成19年４月 執行役員

平成22年４月 上席執行役員

平成23年６月 取締役

平成25年４月 常務取締役

平成26年４月 代表取締役社長

平成28年４月 代表取締役社長最高執行責任者（COO)

現在に至る

[選任理由]

当社の営業部門において豊富な業務経験を有し、平

成26年４月から代表取締役社長として、当社経営を

担っております。引き続き、取締役会の意思決定機

能を強化することが期待できるため取締役候補者と

して選任しております。

３
戸　田　克　則
と だ かつ のり

(昭和31年５月27日生)

昭和59年10月 当社入社

5,600株

平成16年４月 経営企画室長

平成18年４月 ケー・イー・エルテクニカルサービス

株式会社常務取締役
平成19年６月 同社専務取締役

平成22年４月 当社顧問

平成22年６月 取締役

平成26年４月 常務取締役 現在に至る

(現担当業務) 技術・サービス部門担当兼西日本部門

担当兼大阪支社長兼テクニカルサービ

ス本部長
[重要な兼職の状況]

日本オフィス・システム株式会社代表取締役社長
[選任理由]

当社の技術・サービス部門等において豊富な業務経

験を有し、平成22年６月以降、当社取締役として、

当社経営を担っております。引き続き、取締役会の

意思決定機能を強化することが期待できるため取締

役候補者として選任しております。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
候補者の有する
当社の株式数

４
渡　辺
わた なべ

　 亮
あきら

(昭和40年３月27日生)

平成３年４月 当社入社

3,700株

平成15年４月 第二ソリューション営業本部製造営業

第二部長

平成20年４月 第二ソリューション営業本部長

平成23年４月 執行役員

平成25年６月 取締役 現在に至る

(現担当業務) 東京営業部門担当

[選任理由]

当社の営業部門において豊富な業務経験を有し、平

成25年６月以降、当社取締役として、当社経営を担

っております。引き続き、取締役会の意思決定機能

を強化することが期待できるため取締役候補者とし

て選任しております。

５
原　田
はら だ

　修
しゅう

　一
いち

(昭和29年５月17日生)

昭和58年９月 日本メモレックス株式会社（メモレッ

クス・テレックス株式会社）入社

3,000株

平成13年４月 メモレックス・テレックス株式会社業

務部長

平成15年12月 同社業務部長兼メモレックステクニカ

ルサービス株式会社代表取締役社長

平成16年６月 同社取締役

平成19年４月 ケー・イー・エルテクニカルサービス

株式会社 専務執行役員

平成22年４月 同社取締役

平成23年４月 同社常務取締役

平成24年４月 同社専務取締役

平成26年６月 当社取締役 現在に至る

(現担当業務) 本社機構・CSR担当

[選任理由]

当社の本社機構部門において豊富な業務経験を有し、

平成26年６月以降、当社取締役として、当社経営を

担っております。引き続き、取締役会の意思決定機

能を強化することが期待できるため取締役候補者と

して選任しております。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
候補者の有する
当社の株式数

６
※鈴　木　勝　人

すず き まさ と

(昭和37年４月29日生)

平成３年９月 当社入社

2,600株

平成19年４月 大阪支社大阪システム開発本部ソリュ

ーションシステム部長

平成22年11月 システム本部副本部長

平成25年４月 システム本部長

平成27年４月 当社執行役員 現在に至る

(現担当業務) システム本部長兼ビジネス開発本部長

[選任理由]

当社の技術・サービス部門において豊富な業務経験

を有し、平成27年４月以降、当社執行役員として、

当社経営を担っております。取締役会の意思決定機

能を強化することが期待できるため取締役候補者と

して選任しております。

７
谷　川
たに がわ

　 薫
かおる

(昭和33年９月24日生)

昭和56年４月 兼松株式会社入社

0株

平成16年７月 兼松米国会社サマセット支店長

平成20年１月 兼松株式会社 情報・産業電子部長

平成23年４月 同社企画部長

平成25年６月 当社取締役 現在に至る

平成25年６月 兼松株式会社取締役 電子・デバイス

部門担当

平成26年６月 同社常務執行役員 電子・デバイス部

門長

平成27年６月 同社取締役専務執行役員 電子・デバ

イス部門長、企画担当 現在に至る

[重要な兼職の状況]

兼松株式会社取締役専務執行役員

[選任理由]

経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経

営に反映していただきたいため、取締役候補者とし

て選任しております。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
候補者の有する
当社の株式数

８
※作　山　信　好

さく やま のぶ よし

(昭和35年８月20日生)

昭和59年４月 兼松株式会社入社

0株

平成17年７月 同社主計部長

平成22年７月 同社主計部長兼財務部長

平成24年６月 同社取締役

平成26年６月 当社監査役 現在に至る

平成26年６月 兼松株式会社取締役常務執行役員 財

務、主計、営業経理、法務コンプライ

アンス担当 現在に至る
平成27年６月 カネヨウ株式会社監査役 現在に至る

[重要な兼職の状況]

兼松株式会社取締役常務執行役員

カネヨウ株式会社監査役
[選任理由]

経営者としての豊富な経験と財務および会計に関す

る相当程度の知見を有しており、当社の経営に反映

していただきたいため、取締役候補者として選任し

ております。

（注）1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 当社は会社法第427条第１項の規定に基づき、谷川薫、作山信好の両氏との間において、会社法第

423条第１項に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに
限り会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とする旨の責任限定契約を締結しております。
なお本議案が承認可決され、谷川薫、作山信好の両氏が再選された場合、引き続き上記責任限定契
約を継続する予定であります。

3. 谷川薫、作山信好の両氏は、過去５年間かつ現在に至るまで、当社の親会社である兼松株式会社の
業務執行者であります。

4. ※は新任の取締役候補者であります。
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第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

　第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査

等委員会設置会社となりますので、監査等委員である取締役４名の選任をお願

いするものであります。

　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を

条件として、効力を生じるものとします。

　監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
候補者の有する
当社の株式数

１
※髙　橋

たか はし

　 薫
かおる

(昭和29年11月26日生)

昭和56年９月 当社入社

8,900株

平成17年４月 経理部長

平成24年12月 兼松電子（成都）有限公司 総経理

平成27年４月 当社業務審査部長 現在に至る

[選任理由]

当社の本社機構部門における豊富な業務経験と、財

務および会計に関する相当程度の知見を有しており、

これらの専門的な知識・経験を当社の監査とガバナ

ンス強化に活かしていただけると判断したため、監

査等委員である取締役の候補者として選任しており

ます。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
候補者の有する
当社の株式数

２
栗
くり

　林
ばやし

　信　介
しん すけ

(昭和26年２月15日生)

昭和58年４月 東京弁護士会弁護士登録

篠崎芳明法律事務所入所

0株

昭和62年８月 栗林・由岐法律事務所開設

平成９年８月 トニカ法律事務所開設 現在に至る

平成15年１月 慶應義塾大学病院 治験審査委員会委

員 現在に至る

平成17年１月 最高裁判所司法研修所教官（民事弁

護）

平成19年１月 最高裁判所民事弁護教官室上席教官

平成21年４月 創価大学法科大学院教授 現在に至る

平成25年６月 株式会社ゼネラル・オイスター監査役

現在に至る
平成27年６月 当社取締役 現在に至る

[重要な兼職の状況]

トニカ法律事務所所長

創価大学法科大学院教授

慶應義塾大学病院治験審査委員会委員

株式会社ゼネラル・オイスター監査役
[選任理由]

長年の弁護士としての経験と法務知識を有しており、

これらの専門的な知識・経験と高い見識を当社の監

査とガバナンス強化に活かしていただけると判断し

たため、監査等委員である取締役の候補者として選

任しております。

― 56 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年05月17日 21時43分 $FOLDER; 56ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
候補者の有する
当社の株式数

３
※市　村　和　雄

いち むら かず お

(昭和31年２月10日生)

昭和57年８月 監査法人中央会計事務所（みすず監査

法人へ改称）入所

0株

平成２年３月 公認会計士登録 現在に至る

平成12年８月 中央青山監査法人(みすず監査法人へ

改称) 社員就任

平成19年３月 みすず監査法人社員脱退

平成21年４月 兵庫県立大学大学院会計研究科 特任

教授 現在に至る

平成21年４月 株式会社ユークス監査役

平成21年７月 ネクサス監査法人 代表社員 現在に

至る

平成22年４月 株式会社ユークス取締役 現在に至る

平成27年６月 当社監査役 現在に至る

[重要な兼職の状況]

ネクサス監査法人代表社員

株式会社ユークス取締役

兵庫県立大学大学院会計研究科特任教授

[選任理由]

長年の公認会計士としての経験と財務会計知識を有

しており、これらの専門的な知識・経験と高い見識

を当社の監査とガバナンス強化に活かしていただけ

ると判断したため、監査等委員である取締役の候補

者として選任しております。

４
※加　藤　研　一

か とう けん いち

(昭和34年４月21日生)

昭和58年４月 積水化学工業株式会社入社

0株

平成９年３月 経団連出向

平成12年４月 積水化学工業株式会社 情報企画部課

長

平成17年12月 Sekisui SPR Americas 営業部長

平成20年１月 株式会社積水インテグレーテッドリ

サーチ 部長

平成27年４月 公益社団法人新化学技術推進協会部長

研究員 現在に至る

平成27年６月 当社監査役 現在に至る

[重要な兼職の状況]

公益社団法人新化学技術推進協会部長研究員
[選任理由]

各分野における豊富な経験と幅広い見識を有してお

り、これらの専門的な知識・経験と高い見識を当社

の監査とガバナンス強化に活かしていただけると判

断したため、監査等委員である取締役の候補者とし

て選任しております。
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（注）1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 栗林信介、市村和雄、加藤研一の３氏は、社外取締役候補者であります。
3. 栗林信介氏の社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって１年となります。
4. 当社は会社法第427条第１項の規定に基づき、栗林信介、市村和雄、加藤研一の３氏との間におい

て、会社法第423条第１項に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失
がないときに限り会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とする旨の責任限定契約を締結し
ております。なお本議案が承認可決され、栗林信介、市村和雄、加藤研一の３氏が再選された場
合、引き続き上記責任限定契約を継続する予定であります。

5. 栗林信介、市村和雄、加藤研一の３氏は東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。
6. ※は新任の取締役候補者であります。
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第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

　当社は、取締役の報酬等について、平成８年６月27日開催の定時株主総会に

おいて、年額250,000千円以内（ただし、使用人報酬相当額は含まない。）とご

承認いただいておりますが、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承

認された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行することから、昨今の経済

情勢等諸般の事情を勘案し、改めて監査等委員会設置会社へ移行した後の取締

役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）の

報酬等の額を年額300,000千円以内とすること、および各取締役に対する具体的

金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとすることにつきご

承認をお願いするものであります。

　なお、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないもの

といたします。

　現在の取締役は７名でありますが、第１号議案「定款一部変更の件」および

第２号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」が原案

どおり承認された場合、取締役の員数は８名となります。

　本議案の内容は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力

の発生を条件として、効力を生じるものとします。

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

　第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査

等委員会設置会社へ移行することから、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、

監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を

年額70,000千円以内とすること、および各監査等委員である取締役に対する具

体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるもの

とすることにつきご承認をお願いするものであります。

　第１号議案「定款一部変更の件」および第３号議案「監査等委員である取締

役４名選任の件」が原案どおり承認された場合、監査等委員である取締役の員

数は４名となります。

　本議案の内容は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力

の発生を条件として、効力を生じるものとします。
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第６号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止

に伴う打ち切り支給の件

　本総会終結の時をもって退任されます監査役森則之氏に対し、在任中の功労

に報いるため、当社の一定の基準に従い、退職慰労金を贈呈いたしたいと存じ

ます。なお、退任監査役に対する退職慰労金につきましては総額10,500千円以

内とし、同氏に対する具体的な金額、贈呈の時期および方法等は、監査等委員

である取締役の協議にご一任願いたいと存じます。

　退任監査役の略歴は次のとおりであります。

氏 名 略 歴

森
もり

　 則　之
のり ゆき

平成25年６月 当社監査役 現在に至る

　また、当社は、役員報酬制度の見直しを行い、平成28年３月25日開催の取締

役会において、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することを

決議いたしました。

　つきましては、第２号議案をご承認いただいた場合に重任される取締役５名

に対し、本総会終結の時までの在任期間をもとに、当社における所定の基準に

従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することとし、その具体的

な金額、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。なお、支給の時期

は各氏の退任時といたしたいと存じます。

　打ち切り支給の対象となる取締役の略歴は、次のとおりであります。
　

氏 名 略 歴

酒　井　峰　夫
さか い みね お

平成16年６月 当社取締役

平成17年６月 常務取締役

平成20年４月 取締役副社長

平成26年４月 代表取締役会長

平成28年４月 代表取締役会長最高経営責任者（CEO) 現在に至る

菊　川　泰　宏
きく かわ やす ひろ

平成23年６月 当社取締役

平成25年４月 常務取締役

平成26年４月 代表取締役社長

平成28年４月 代表取締役社長最高執行責任者（COO) 現在に至る

戸　田　克　則
と だ かつ のり 平成22年６月 当社取締役

平成26年４月 常務取締役 現在に至る

渡　辺
わた なべ

　 亮
あきら

平成25年６月 当社取締役 現在に至る

原　田
はら だ

　修
しゅう

　一
いち

平成26年６月 当社取締役 現在に至る

以 上
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至 有楽町 至 神田

外堀通り

中央通り中央通り

宝町駅
Ａ２出口

秋田銀行 入口

信用金庫会館
京橋別館

東京スクエア
ガーデン

京橋駅４番出口

京橋駅

昭和通り昭和通り

八
重
洲
通
り

三井住友銀行

清水
建設

宝町駅

高速道路

東京駅

兼松
ビル
本館

京橋
MID
ビル

東京メトロ銀座線東京メトロ銀座線

都営浅草線都営浅草線

鍛
冶
橋
通
り

兼松ビル
別館（旧本社）

兼松エレクトロニクス株式会社

三菱東京
ＵＦＪ銀行

株主総会会場ご案内図

会 場 東京都中央区京橋２丁目13番10号京橋MIDビル

当社７階セミナールーム

電話(03)5250-6801（代表）

最寄り駅

地下鉄……都営浅草線「宝町」駅下車 A２番出口より徒歩１分

　 東京メトロ銀座線「京橋」駅下車 ４番出口より徒歩３分

　

なお、会場入口は昭和通り沿いの正面玄関となります。

　

●駐車場・駐輪場の用意はいたしておりませんので、お車や自転車

　でのご来場は、ご遠慮くださいますようお願い申しあげます。

株主の皆様へ平等に利益を還元することを重視し、株主総会にご出席の株主様への

お土産は取り止めさせていただきます。何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげ

ます。
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